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師
走
の
候
、
氏
子
崇
敬
者
の
皆
々
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
健
勝
に
て
ご
活
躍
の
こ
と
と
ご
同
慶
に
存
じ
ま
す
。
又
、
年
頭

の
正
月
よ
り
一
年
間
各
種
神
事
行
事
に
対
し
ま
し
て
ご
崇
敬
ご
奉
献
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
本
年
八
月
に
、
中
国
で
日
本
国
旗
略
奪
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
こ
で
「
国
旗
」
に
関
し
て
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
日

本
の
国
旗
を
法
律
で
は
「
日
章
旗
」
と
し
、
一
般
的
に
「
日
の
丸
」
と
呼
ん
で
い
る
。
歴
史
的
に
は
、
飛
鳥
時
代
の
聖
徳
太
子
が

遣
隋
使
に
託
し
た
手
紙
に
「
日
出
づ
る
と
こ
ろ
の
天
子
」
と
あ
る
の
が
太
陽
を
象
っ
た
図
柄
の
基
と
な
っ
た
と
す
る
が
、
太
陽
を

象
っ
た
旗
の
原
型
は
文
武
天
皇
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
正
月
の
朝
賀
の
儀
の
際
に
「
左
に
日
像
、
右
に
月
像
を
陳
列
す
」
と
の
記

事
を
初
見
と
す
る
（『
続
日
本
紀
』）。
そ
の
後
、
文
献
（『
平
家
物
語
』
源
平
合
戦
の
扇
の
的
の
条
）
の
「
日
輪
」
や
戦
国
時
代
の

武
将
が
日
の
丸
の
将
旗
を
陣
地
に
掲
げ
た
り
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の
際
の
船
印
、
さ
ら
に
江
戸
時
代
の
朱
印
船
に
も
用
い
ら

れ
た
が
、
日
の
丸
が
国
旗
と
い
う
認
識
は
ま
だ
な
か
っ
た
。

江
戸
末
期
の
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
、
ペ
リ
ー
艦
隊
の
黒
船
来
航
に
よ
り
、
薩
摩
藩
の
島
津
斉
彬
公
の
、
外
国
船
と
区
別
す

る
日
本
船
の
船
印
の
必
要
性
が
提
言
さ
れ
、「
日
の
丸
」
が
初
め
て
正
式
の
総
船
印
と
な
っ
た
が
、
国
旗
と
い
う
よ
り
幕
府
の
旗

で
あ
っ
た
。
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
、
日
米
修
好
通
商
条
約
批
准
書
交
換
の
た
め
に
幕
府
使
節
団
が
ニ
ュ
―
ヨ
―
ク
を
訪
問
し

た
と
き
、
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
通
り
に
日
の
丸
が
掲
げ
ら
れ
た
の
を
外
国
で
の
国
旗
掲
示
の
始
め
と
さ
れ
て
い
る
。

後
の
明
治
新
政
府
は
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
一
月
、
太
政
官
布
告
で
日
の
丸
を
「
御
国
旗
之
事
」
と
記
し
正
式
に
国
旗
と
し

た
。
し
か
し
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
に
太
政
官
制
が
廃
止
と
な
り
、
法
令
も
存
在
し
な
く
な
り
国
旗
の
法
的
裏
付
け
が
な
い

ま
ま
終
戦
（
昭
和
二
十
年
）
を
迎
え
、連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
指
令
に
よ
り
国
旗
の
掲
揚
は
許
可
申
請
が
必
要
と
な
っ

1

○
　
ご
家
庭
・
会
社
事
務
所
に
神
棚
を
祀
り
ま
し
ょ
う
。

○
　
お
伊
勢
さ
ん
の
お
神ふ

だ札
（
神
宮
大
麻
）
と
三
石
さ
ん
の
お
神

札
を
合
せ
奉
斎
し
ま
し
ょ
う
。

○
　
ご
神
札
は
、
毎
年
末
も
し
く
は
新
年
に
新
し
く
改
め
て
お
祀

り
し
ま
し
ょ
う
。
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た
。
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
五
月
の
日
本
国
憲
法
施
行
の
前
日
に
国
旗
の
掲
揚
が

許
可
さ
れ
た
が
、
国
会
議
事
堂
・
皇
居
・
最
高
裁
判
所
・
首
相
官
邸
の
四
ヶ
所
の
み
で
あ
っ

た
。
翌
年
に
特
定
の
場
所
・
特
定
の
日
・
国
民
の
祝
日
に
は
申
請
な
し
に
国
旗
を
掲
げ
て

も
よ
い
と
さ
れ
た
が
、
国
民
の
拘
束
さ
れ
た
国
旗
掲
揚
へ
の
不
満
も
高
ま
り
、
つ
い
に
昭

和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
一
月
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
年
頭
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
り
「
日
の
丸
の
国

旗
掲
揚
は
無
制
限
に
自
由
に
掲
げ
て
よ
い
」
こ
と
と
な
っ
た
。

国
民
の
国
旗
掲
揚
は
自
由
に
な
り
、「
国
旗
」
の
文
字
も
既
に
各
法
律
文
に
も
使
用
さ
れ
、

ま
た
慣
習
と
し
て
存
在
し
た
が
、
正
式
な
国
旗
法
は
な
く
法
的
根
拠
も
弱
く
、
ま
た
、
反

日
の
丸
革
新
勢
力
も
根
強
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年
二
月
、
広
島

県
立
世
羅
高
校
の
卒
業
式
で
国
旗
掲
揚
と
君
が
代
斉
唱
を
反
対
す
る
組
合
（
高
教
組
）
等

と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
っ
て
校
長
が
自
殺
す
る
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
を
重
く
見
た

小
渕
内
閣
は
同
年
八
月
、「
日
の
丸
」
を
国
旗
と
し
、「
君
が
代
」
を
国
歌
と
定
め
る
「
国
旗
・

国
歌
法
」
を
成
立
さ
せ
、「
国
旗
は
日
章
旗
と
す
る
」
が
明
記
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

「
日
の
丸
」は
既
に
千
年
近
い
歴
史
を
持
っ
て
お
り
、日
本
国
旗
と
し
て
定
め
ら
れ
国
旗
・

国
歌
な
ど
と
い
う
問
題
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
正
式
な
「
国
旗
・
国
歌
法
」
制
定
後
、

ま
だ
十
三
年
し
か
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
に
驚
き
を
感
じ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
年
八
月
下
旬
に
中
国
北
京
で
丹
羽
駐
中
国
大
使
の
乗
っ
た
公
用
車
が
中

国
人
に
襲
わ
れ
、
日
本
国
旗
が
奪
わ
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
。
大
使
は
日
本
国
・
日
本
国

民
の
代
表
と
し
て
中
国
に
駐
在
し
閣
下
と
敬
称
さ
れ
、
そ
の
公
邸
は
日
本
国
家
の
主
権
の

及
ぶ
治
外
法
権
敷
地
内
で
、
そ
の
象
徴
と
し
て
日
本
国
旗
が
翻
っ
て
い
る
。
公
用
車
も
例

外
で
は
な
い
。
国
旗
が
奪
わ
れ
る
こ
と
は
国
権
が
踏
み
に
じ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

国
旗
は
そ
の
国
を
代
表
す
る
象
徴
で
、
国
の
独
立
と
主
権
と
を
表
し
て
お
り
、
何
人
も
敬

意
を
払
う
の
が
国
際
人
と
し
て
の
常
識
で
あ
る
。
国
旗
一
旗
の
扱
い
で
国
際
紛
争
の
勃
発

は
過
去
に
何
度
も
起
き
て
い
る
。

事
件
の
結
末
と
し
て
、
中
国
は
犯
人
に
国
際
法
上
恥
ず
べ
き
刑
事
罰
を
用
い
な
い
処
罰

を
行
っ
た
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
中
国
人
が
国
際
人
の
域
に
達
し
て
い
な
い
証
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
尖
閣
諸
島
問
題
も
あ
っ
て
か
、
そ
れ
に
対
す
る
日
本
側
の
抗
議
も
な
ま
ぬ
る
い
。

逆
に
日
本
で
起
き
た
中
国
大
使
公
用
車
襲
撃
事
件
で
あ
っ
た
な
ら
、「
小
日
本
」（
中
国
は

大
国
で
、
小
国
の
日
本
は
大
国
の
中
国
に
従
え
、
文
句
を
言
う
な
と
す
る
意
で
、
過
去
の

中
華
思
想
と
同
意
）と
日
本
を
蔑
視
し
た
言
葉
を
掲
げ
対
日
デ
モ
を
策
動
す
る
中
国
は（
国

の
指
示
で
デ
モ
を
行
わ
せ
て
い
る
）、
国
の
威
信
を
賭
け
て
国
家
侵
略
で
あ
る
と
過
激
に

抗
議
し
、
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
対
抗
措
置
を
繰
り
返
す
だ
ろ
う
。
政
治
的
駆
け
引
き
に
よ
っ

て
相
手
を
負
か
す
の
が
、
中
国
の
伝
統
的
な
戦
い
方
で
あ
る
。
尖
閣
諸
島
上
陸
占
拠
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
何
事
に
も
中
国
に
は
毅
然
と
し
た
態
度
で
接
す
る
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。

最
後
に
当
社
の
国
旗
掲
揚
で
あ
る
が
、
祭
神
が
皇
室
と
深
い
縁
あ
る
神
功
皇
后
様
で
あ

る
。
故
に
神
紋
（
家
庭
に
家
紋
が
あ
る
よ
う
に
、
神
様
の
紋
）
も
天
皇
家
の
菊
の
ご
紋
章

を
基
本
に
し
た
「
裏
菊
」
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
は
日
本
国
憲
法
で
日
本
国

の
象
徴
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
国
民
は
皇
室
を
当
然
尊
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
日
本
国
民
と
し
て
常
に
国
旗
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
由
に
よ
り
、
当
社
は
率
先
し
て
常
に
国
旗
を
掲
揚
し
て
い
る

訳
で
す
。

本
年
は
ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
ま
た
近
年
の
男
女
国
際
サ
ッ
カ
ー
で
は
、
そ
の
観

客
席
に
多
く
の
国
旗
・
日
の
丸
が
振
ら
れ
日
本
国
民
を
大
い
に
熱
狂
さ
せ
て
い
る
が
、
ス

ポ
ー
ツ
の
場
だ
け
で
な
く
、
せ
め
て
祝
祭
日
に
は
各
家
庭
の
門
戸
に
国
旗
を
掲
揚
し
て
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
（
日
本
国
民
と
い
う
認
識
、
愛
国
心
）
を
表
わ
し
て
頂
き
た
い
も
の

で
あ
る
。
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平
成
二
十
三
年
十
一
月

平
成
二
十
三
年
十
一
月

七
五
三
詣
祈
祷
斎
行

十
一
月
中
、
七
五
三
詣
祈
祷
を
斎
行
し

た
。当

社
で
は
七
五
三
に
当
た
る
子
供
さ
ん

の
玉
串
奉
奠
や
、
拝
殿
内
で
の
記
念
写
真

撮
影
も
行
い
、
千
歳
飴
や
オ
モ
チ
ャ
・
風

船
・
お
み
や
げ
セ
ッ
ト
等
の
他
に
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
バ
ッ
ク
等
の
記
念
品
も
お
渡
し
し

て
大
変
喜
ば
れ
ま
し
た
。

期
間
中
の
土
・
日
・
祝
日
に
は
会
館
二

階
に
特
設
写
真
ス
タ
ジ
オ
を
設
け
、
記
念

写
真
を
撮
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
設
備
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
お
宮
参
り
に
も
ご
連
絡
頂
け
れ

ば
ス
タ
ジ
オ
を
設
備
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

七
五
三
詣
写
真　

五
、五
〇
〇
円
よ
り

初
宮
詣　

写
真　

七
、〇
〇
〇
円
よ
り

平
成
二
十
三
年
十
二
月

平
成
二
十
三
年
十
二
月

稲
荷
鳥
居
と
の
ぼ
り
奉
納

十
七
日
、
氏
子
内
の
浜
山
通
三
丁
目
で

建
築
業
を
営
む
下
山
工
務
店
よ
り
、
末
社

で
あ
る
三
好
稲
荷
社
の
鳥
居
更
新
奉
納
が

あ
っ
た
。

同
工
務
店
は
氏
神
で
あ
る
当
社
を
崇
敬

し
、
社
運
隆
昌
・
社
員
の
安
全
祈
願
の
た

め
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
に
稲
荷
神
社
の

鳥
居
を
奉
納
し
て
い
た
が
、
既
に
二
十
八

年
を
経
過
し
損
傷
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
こ
の
度
の
更
新
奉
納
と
な
っ
た
。
当
日

は
工
事
に
先
だ
ち
鳥
居
更
新
修
祓
式
を
斎

行
し
た
後
、
狭
い
場
所
で
の
設
置
で
手
作

業
で
あ
っ
た
が
、
半
日
で
組
立
設
置
が
完

了
し
た
。
初
詣
の
方
々
も
新
鳥
居
の
清
々

し
さ
を
感
じ
参
拝
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
社
名
入
り
の
ぼ
り
二
十
本
（
含
、

ポ
ー
ル
）
の
奉
納
も
受
け
、
新
年
よ
り
境

内
に
掲
げ
た
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
貴
社
の
益
々
の
ご
隆
昌
を
ご
祈

念
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
一
月

平
成
二
十
四
年
一
月

年
頭
氏
子
崇
敬
者
繁
栄
祈
願
祭
斎
行

正
月
三
日
、
第
三
十
回
目
と
な
る
「
氏

子
崇
敬
者
繁
栄
祈
願
祭
」
が
総
代･

氏
子

崇
敬
者
三
十
七
名
の
参
列
の
も
と
厳
か
に

斎
行
さ
れ
、
今
年
一
年
の
各
位
の
安
寧
と

繁
栄
を
祈
願
し
た
。

本
年
の
神
前
奉
納
は
、
関
西
吟
詩
文
化

協
会
兵
庫
県
連
合
会
所
属
の
吟
道
隆
山
会

会
長
・
宗
範
で
あ
る
赤
木
隆
山
先
生
の
今

様
入
り
「
名
槍
日
本
号
」
吟
詠
に
合
せ
神

伝
真
正
一
如
流

剣
詩
舞
道
・
振

武
館
道
場
高
師

範
・
加
藤
如
舟

先
生
の
槍
剣
舞

と
菊
川
隆
玄
先

生
に
よ
る
「
富

士
山
」
和
歌
一

首
入
り
が
吟
詠

奉
納
さ
れ
た
。

演
目
で
あ
る

「
名
槍
日
本
号
」

は
、
槍
と
剣
を

用
い
て
の
勇
壮

な
剣
士
の
舞
で

あ
り
、
又
各
吟

士
の
朗
々
と
し

た
吟
詠
に
参
列

者
は
盛
大
な
拍

手
を
送
っ
た
。

式
典
後
、
参

列
者
一
同
破
魔

矢
を
持
ち
、
鳥

居
前
に
て
記
念

写
真
を
撮
り
直

会
に
入
っ
た
。

特設スタジオでの記念写真

鳥居前での記念写真

鳥居設置工事と奉納のぼり

ご神前での槍剣舞・吟詠奉納
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年
頭
安
全
繁
栄
祈
願
参
拝

年
頭
よ
り

当
社
ご
神
前

に
て
氏
子
崇

敬
者
を
始
め
、

商
店
・
事
業

所
・
会
社
等

の
家
内
安

全
・
商
売
繁

昌
・
会
社
事
業
所
安
全
繁
栄
祈
願
祈
祷
を

奉
仕
す
る
と
共
に
、
出
張
祭
典
と
し
て
各

会
社
奉
斎
の
神
棚
前
で
の
新
年
守
護
神
祭

等
を
奉
仕
し
た
。

六
日
、
三
菱
重
工
グ
ル
ー
プ
で
発
電

設
備
機
器
の
渦
電
流
探
傷
デ
ー
タ
の
分

析
、評
価
な
ど
を
業
務
と
す
る
㈱
テ
ク
ノ
・

デ
ー
タ
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
年
頭
安

全
繁
栄
祈
願
参
拝
を
奉
仕
し
た
。参

拝
者

十
四
名
を

代
表
し
て

石
川
社
長

が
玉
串
奉

奠
し
て
今

年
の
安
全

と
繁
栄
又

社
員
の
無

病
息
災
等
を
祈
願
し
た
。

尚
、
当
社
で
は
会
社
団
体
参
拝
等
は
、

特
別
祈
祷
と
し
て
、
そ
の
代
表
者
に
「
特

別
参
拝
芳
名
帳
」
に
署
名
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
。
こ
の
芳
名
帳
は
更
に
ご
守
護
あ

る
よ
う
一
年
間
に
亘
り
毎
月
一
日
の
月
次

祭
の
ご
神
前
に
奉
奠
す
る
と
共
に
、
神
社

参
拝
記
録
と
し
て
保
存
文
書
に
し
て
い
る
。

平
成
二
十
四
年
二
月

平
成
二
十
四
年
二
月

潜
水
艦
主
機
関
安
全
起
動
祈
願
参
拝

二
十
日
、
潜
水
艦
の
建
造
を
行
な
っ
て

い
る
三
菱
重
工
業
㈱
神
戸
造
船
所
の
関
係

者
二
十
名
が
、
建
造
中
の
平
成
二
十
年
度

潜
水
艦
「
ず
い
り
ゅ
う
」
の
安
全
祈
願
に

参
拝
し
た
。

こ
の
潜
水
艦
は
平
成
二
十
一
年
三
月
に

起
工
、
平
成
二
十
三
年
十
月
「
美
し
く
み

ず
み
ず
し
い
龍
」を
意
味
す
る「
ず
い
り
ゅ

う
（
瑞
龍
）」
と
命
名
さ
れ
て
進
水
も
無

事
に
終
え
、
こ
の
度
主
機
関
で
あ
る
エ
ン

ジ
ン
が
、
ト
ラ
ブ
ル
な
く
安
全
に
起
動
す

る
よ
う
祈
願
に
訪
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当

日
は
森
本
操
艦
長
他
、
神
戸
船
海
工
作
部
、

潜
水
艦
部
、
Ｍ
Ｈ
Ｉ
シ
ー
テ
ッ
ク
の
代
表

者
が
玉
串
奉
奠
し
て
安
全
起
動
を
祈
願
し

た
。
さ
ら
に
神
前
に
奉
奠
し
持
ち
帰
っ
た

清
酒
を
主
機
関
に
注
ぎ
、
お
清
め
し
た
後

に
無
事
起
動
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
潜

水
艦
建
造
関
係
者
は
毎
艦
ご
と
に
当
社
を

参
拝
し
、
主
機
関
の
安
全
起
動
祈
願
を
し

て
い
る
。

尚
、「
ず
い
り
ゅ
う
」
は
平
成
二
十
五

年
三
月
防
衛
省
に
引
渡
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
。平

成
二
十
四
年
三
月

平
成
二
十
四
年
三
月

整
備
事
業
の
マ
ン
シ
ョ
ン
竣
工
式
斎
行

十
六
日
、
兵
庫
区
吉
田
町
二
丁
目
で
浜

山
地
区
密
集
住
宅
市
街
地
整
備
促
進
事
業

の
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
十
五
階
建
店

舗
付
共
同
住
宅（
五
十
二
戸
）で
あ
る「
エ

ク
セ
ル
ス
カ
イ
御
崎
公
園
」
竣
工
式
を
地

鎮
祭
同
様
当
社
が
奉
仕
し
た
。

事
業
主
で
あ
る
㈱
岡
三
地
所
が
㈲
プ
ラ

ン
ま
ち
さ
と
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
㈱
瀬

戸
本
淳
建
築
研
究
室
に
設
計
・
監
理
を
依

頼
し
、
今
津
・
岡
特
別
共
同
企
業
体
に
工

事
を
請
負
わ
せ
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月

に
起
工
地
鎮
祭
を
斎
行
し
、
無
事
に
工
事

も
順
調
に
進
み
、
美
し
い
外
装
と
共
に
充

実
し
た
生
活
空
間
設
備
の
も
と
全
室
も
完

売
し
て
本
日
の
竣
工
を
迎
え
た
。

当
日
は
神
戸
市
都
市
計
画
局
関
係
者
や

浜
山
地
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
会
長
、
近

隣
自
治
会
長
、
地
権
者
入
居
者
な
ど
多
数

の
人
々
が
参
列
し
て
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
た
。

平
成
二
十
四
年
四
月

平
成
二
十
四
年
四
月

納
骨
式
と
五
十
日
・
忌
明
祭
斎
行

三
十
日
、
氏
子
で
あ
る
新
宮
家
の
納
骨

式
を
鵯
越
墓
園
で
厳
粛
に
斎
行
し
た
後
、

故
人
の
住
ん
で
い
た
住
宅
で
五
十
日
慰
霊

祭
と
忌
明
祭
を
斎
行
し
た
。

故
人
は
神
道
の
家
系
で
生
ま
れ
育
っ
た

が
子
供
達
二
人
は
女
子
の
み
で
既
に
他
家

に
嫁
ぎ
、
妻
に
も
先
立
た
れ
て
一
人
暮
ら

し
の
処
、
去
る
三
月
中
旬
八
十
五
歳
で
帰

幽
さ
れ
た
。
故
人
の
遠
縁
親
族
は
九
州
に

健
在
で
あ
る
が
、
故
人
は
神
道
家
を
継
承

し
た
い
、
神
戸
に
骨
を
埋
め
た
い
と
、
既

に
生
前
に
墓
も
建
立
し
父
母
や
妻
の
納
骨

も
す
ま
せ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
嫁
い
だ
娘
さ
ん
が
喪
主
と
な

り
遺
言
通
り
神
式
で
葬
儀
を
執
り
行
い
本

日
を
迎
え
た
。
嫁
い
だ
娘
さ
ん
た
ち
の
家

族
親
族
約
二
十
人
が
参
列
し
、
各
位
玉
串

を
捧
げ
故
人
の
冥
福
を
祈
っ
た
が
、
可
愛

が
ら
れ
た
孫
さ
ん
の
涙
に
改
め
故
人
の
家

族
に
対
す
る
愛
情
が
偲
ば
れ
た
。

玉串拝礼する石川社長代表者が祈願署名する特別参拝芳名帳
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平
成
二
十
四
年
五
月

平
成
二
十
四
年
五
月

例
大
祭
と
神
幸
式
斎
行

十
七
日
午
後
六
時
か
ら
の

例
祭
に
は
、
区
内
神
職
の
ご

助
勤
奉
仕
に
よ
り
、
総
代
始

め
氏
子
崇
敬
者
二
十
六
名
の

参
列
の
も
と
、
例
年
通
り
巫
女
に
よ
る
神

前
神
楽
も
奉
納
し
て
厳
粛
に
斎
行
し
た
。

後
、
会
館
二
階
に
て
神
戸
ウ
イ
ン
グ
ス
タ

ジ
ア
ム
㈱
森
社
長
の
来
賓
挨
拶
を
賜
り
、

乾
杯
、
直
会
に
入
っ
た
。

二
十
六
日
（
土
曜
日
）、
午
前
八
時
よ

り
各
地
区
お
旅
所
の
入
魂
修
祓
式
を
斎
行

し
、
午
後
一
時
半
よ
り
地
区
総
代
・
氏
子

町
一
丁
目
の
大
村
和
輝
君
、
更
に
各
地
区

子
供
み
こ
し
四
基
、
総
勢
約
二
〇
〇
人
の

神
幸
式
大
行
列
が
出
発
し
、
約
二
時
間
半

か
け
て
氏
子
内
を
巡
幸
し
た
。

午
後
六
時
か
ら
、
会
館
二
階
に
て
神
幸

式
奉
仕
三
地
区
・
猿
田
彦
会
員
あ
わ
せ
氏

子
約
六
十
名
の
出
席
に
よ
る
合
同
直
会
が

開
催
さ
れ
、
三
年
ぶ
り
に
無
事
神
幸
式
が

斎
行
で
き
た
喜
び
で
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。

尚
後
日
、
御
崎
本
町
一
丁
目
の
寅
丸
氏

よ
り
、
兄
弟
で
本
神
輿
舁
上
げ
役
と
神
宝

持
役
を
ご
奉
仕
し
た
と
こ
ろ
、
二
人
分
の

記
念
の
神
幸
式
集
合
写
真
を
頂
き
良
い
記

念
と
な
り
ま
し
た
と
の
御
礼
の
手
紙
を
頂

戴
し
た
。

平
成
二
十
四
年
六
月

平
成
二
十
四
年
六
月

氏
子
崇
敬
者
親
睦
旅
行

十
日
、
当
社
禰
宜
を
含
め
氏
子
崇
敬
者

二
十
九
名
の
参
加
の
も
と
、
京
都
府
舞
鶴

市
に
鎮
座
す
る
朝
代
神
社
の
正
式
参
拝
を

始
め
舞
鶴
・
福
井
県
の
小
浜
な
ど
を
巡
る

日
帰
り
旅
行
を
実
施
し
た
。

朝
代
神
社
は
白
鳳
元
（
六
六
一
）
年
九

月
に
兵
庫
県
淡
路
島
の
伊
弉
諾
神
宮
か

ら
奉
遷
鎮
座
し
た
の
を
創
建
と
し
、
約

一
三
五
〇
年
の
歴
史
が
あ
り
、
舞
鶴
の
産

役
員
・
自
治
会
関
係
者
の
指
導
に
よ
り
、

子
供
み
こ
し
四
基
が
神
輿
唄
を
声
高
ら
か

に
唄
い
な
が
ら
氏
子
内
を
巡
幸
し
た
。

二
十
七
日
（
日
曜
日
）
の
例
大
祭
最
大

の
神
事
で
あ
る
神
幸
式
は
、
過
去
三
年
間

連
続
で
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
や
雨
天

の
た
め
中
止
と
な
っ
て
い
た
が
、
本
年
は

五
月
晴
れ
の
も
と
賑
々
し
く
斎
行
し
た
。

午
後
二
時
よ
り
兵
庫
区
笠

松
通
七
丁
目
の
片
田
貴
之
君

（
二
十
歳
）
扮
す
る
猿
田
彦

の
勇
壮
な
踊
り
に
続
き
、
本

年
よ
り
新
調
し
た
直
垂
を
着

装
の
五
人
の
総
代
や
、
化
粧

を
し
た
六
名
の
か
わ
い
い
お

稚
児
さ
ん
、
和
田
岬
小
学
校

生
達
の
直
垂
装
束
の
神
宝
持

役
十
四
名
、
吉
田
中
学
校
生

三
十
名
に
よ
る
本
神
輿
舁
上

げ
役
、
化
粧
を
し
た
宮
司
太

刀
持
役
で
あ
る
兵
庫
区
吉
田

土
神
と
し
て
「
朝
の
参
り
は
朝
代
さ
ま
よ

…
」
と
「
舞
鶴
小
唄
」「
舞
鶴
風
流
音
頭
」

な
ど
に
も
歌
わ
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
神
社

で
あ
る
。
御
殿
で
は
禰
宜
の
玉
串
拝
礼
に

続
き
、
参
加
者
代
表
の
髙
田
総
代
に
合
わ

せ
参
加
者
一
同
が
拝
礼
を
行
っ
た
。
後
、

会
館
に
て
湯
茶
の
接
待
を
受
け
、
西
村
宮

司
の
神
社
由
緒
な
ど
の
講
話
を
拝
聴
し
た
。

次
に
終
戦
後
の
旧
ソ
連
・
中
国
な
ど
の

大
陸
か
ら
の
引
揚
者
の
様
子
や
シ
ベ
リ
ア

の
抑
留
生
活
写
真
な
ど
を
展
示
し
た
「
舞

鶴
引
揚
記
念
館
」
を
見
学
し
、
舞
鶴
ホ
テ

ル
で
丹
後
の
海
の
幸
の
昼
食
を
と
り
、
福

井
県
の
小
浜
に
移
動
、遊
覧
船
に
て
奇
岩
・

洞
門
の
織
り
な
す
蘇
洞
門
め
ぐ
り
を
満
喫 朝代神社前での記念写真
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し
た
。
更
に
若
狭
塗
の
箸
研
体
験
を
し
た

が
、
な
れ
ぬ
手
つ
き
で
苦
戦
し
て
い
た
よ

う
で
あ
っ
た
。
後
、
昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河

ド
ラ
マ
「
お
江
」
の
姉
で
あ
る
お
初
（
小

浜
藩
主
・
京
極
高
次
の
妻
）
建
立
の
常
高

寺
を
参
拝
、
江
戸
時
代
の
お
初
肖
像
画
や

書
院
障
壁
画
を
拝
観
し
て
無
事
帰
神
し
た
。

自
動
車
運
搬
船
神
棚
入
魂
修
祓
式
斎
行

二
十
八
日
、
三
菱
重
工
業
㈱
神
戸
造
船

所
で
建
造
さ
れ
た
船
主
の
㈱
商
船
三
井
、

運
航
主
の
エ
ム
・
オ
―
・
エ
ル
・
シ
ッ
プ

マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
㈱
の
「
エ
メ
ラ
ル
ド

エ
ー
ス
」
と
命
名
さ
れ
た
自
動
車
運
搬
船

の
神
棚
入
魂
修
祓
式
を
斎
行
し
た
。

二
曲
（
ぬ
ち
ば
な
・
た
ん
ち
ゃ
め
）
が
神

前
奉
納
さ
れ
た
後
、
参
列
者
代
表
が
玉
串

奉
奠
し
て
祈
願
し
た
。

　

更
に
、
境
内
に
設
け
た
「
大
茅
の
輪
く

ぐ
り
」
神
事
で
は
、
宮
司
に
続
き
参
列
者

一
同
が
「
蘇
民
将
来
、
蘇
民
将
来
」
な
ど

と
唱
え
つ
つ
左
・
右
・
左
と
三
度
く
ぐ
り

夏
の
無
病
息
災
を
祈
願
し
た
。

　

尚
、
本
年
は
新
聞
折
込
ビ
ラ
で
広
報
し

た
関
係
か
、
神
職
手
作
り
で
無
病
息
災
の

ご
利
益
あ
る
「
蘇
民
将
来
の
茅
の
輪
守
」

を
受
け
る
参
詣
者
が
多
く
あ
っ
た
。

こ
の
船
は
、
全
長
約
二
〇
〇
ｍ
で
十
二

層
の
デ
ッ
キ
に
は
乗
用
車
五
、一
九
七
台

搭
載
可
能
で
、
ま
た
甲
板
に
太
陽
光
発
電

パ
ネ
ル
を
搭
載
し
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動

車
運
搬
船
で
あ
る
。

神
事
に
は
船
長
・
造
船
関
係
者
の
参
列

の
も
と
、
代
表
者
が
玉
串
奉
奠
を
行
い
操

船
運
航
に
事
故
の
無
い
よ
う
安
全
祈
願
し

た
。
日
本
の
企
業
船
も
し
く
は
外
国
企
業

船
で
あ
っ
て
も
船
長
が
日
本
人
で
あ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
神
棚
を
設
置
し
入
魂
修
祓
式

を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
三
菱
神
戸
造
船
所
も
造
船
百

年
の
歴
史
を
積
み
重
ね
て
き
た
が
、
こ
の

自
動
車
運
搬
船
を
最
後
に
商
船
建
造
終
了

と
な
り
、
神
棚
入
魂
修
祓
式
を
御
奉
仕
で

き
な
く
な
っ
た
こ
と
は
誠
に
残
念
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月

平
成
二
十
四
年
七
月

夏
越
祭
（
夏
祭
り
）
斎
行

　

十
七
・
十
八
日
の
両
日
、
相
殿
に
祀
る

素
盞
嗚
大
神
の
夏
越
祭
を
斎
行
し
た
。

　

十
七
日
午
後
六
時
か
ら
の
祭
典
は
日
曜

日
で
近
隣
会
社
関
係
者
の
欠
席
も
あ
っ
て
、

総
代
・
氏
子
崇
敬
者
二
十
二
名
の
参
列
で

あ
っ
た
が
、
例
年
通
り
上
野
順
子
琉
球
舞

踊
研
究
所
神
戸
支
部
員
に
よ
る
琉
球
舞
踊

平
成
二
十
四
年
八
月

平
成
二
十
四
年
八
月

押
絵
作
品
奉
納

当
社
を
崇
敬
す
る
神
道
家
の
北
区
星

和
台
の
兵
藤
家
で
は
、
五
月
に
母
親
が

九
十
八
歳
で
帰
幽
さ
れ
神
葬
祭
を
執
り
行

い
、
翌
月
に
五
十
日
・
忌
明
祭
を
自
宅
で

斎
行
し
た
。
兵
藤
家
に
は
先
祖
代
々
の
御

霊
達
が
多
く
奉
斎
さ
れ
て
い
た
為
、
す
べ

て
の
御
霊
を
お
納
め
で
き
る
新
し
い
御
霊

舎
を
新
調
さ
れ
て
は
如
何
か
と
教
示
し
た

と
こ
ろ
、
十
一
日
、
改
め
新
御
霊
舎
設
置

の
相
談
を
受
け
た
。

そ
の
際
、
故
人
は
生
前
約
五
十
年
間
に

わ
た
っ
て
押
絵
家
元
・
秀
峰
会
に
所
属
し

「
留
女
峰
」
の
号
を
持
ち
、
教
授
と
し
て

展
覧
会
に
出
品
す
る
な
ど
数
多
く
の
押
絵

作
品
を
制
作
し
て
い
た
。
そ
の
故
人
の
希

望
も
あ
っ
て
押
絵
作
品
の
奉
納
を
受
け
た
。

作
品
題
は
「
巫
女
」
で
、
白
衣
緋
奴
袴
姿

の
福
顔
の
巫
女
が
鏡
餅
を
三
方
に
載
せ
て 奉納された押絵作品「巫女」

神前奉納の琉球舞踊 茅の輪くぐり神事

6

記念ポストカードの「エメラルドエース」船
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神
前
（
？
）
に
運
ん
で
い
る
色
紙
大
の
小

作
品
で
あ
る
が
、
神
社
に
関
わ
り
あ
る
画

題
で
も
あ
り
、
会
館
広
間
に
掲
示
し
た
。

尚
、
新
御
霊
舎
へ
の
御
霊
奉
遷
式
は
、

九
月
の
秋
季
慰
霊
祭
前
に
厳
粛
に
移
遷
奉

仕
し
た
。

平
成
二
十
四
年
九
月

平
成
二
十
四
年
九
月

下
町
ふ
れ
あ
い
夏
ま
つ
り
奉
仕

一
日
、
台
風
の
関
係
で
天
候
が
心
配
さ

れ
た
が
、
幸
い
に
晴
天
に
恵
ま
れ
た
地
元

開
催
の
和
田
岬
校
区
防
災
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
笠
松
商
店
街
振
興
組
合
共
催
の「
第

二
十
八
回
下
町
ふ
れ
あ
い
夏
ま
つ
り
」
に

奉
仕
し
た
。

先
ず
午
後
三
時
半
に
当
社
禰
宜
が
商
店

街
の
南
か
ら
北
に
か
け
て
大
麻
（
お
お
ぬ

さ
）
で
、
和
田
岬
校
区
防
災
福
祉
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
役
員
の
北
本
氏
が
清
め
の
塩
で
お

祓
い
を
行
い
、
宮
司
は
午
後
五
時
か
ら
の

兵
庫
区
保
護
司
会
の
「
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
」
広
報
の
一
環
と
し
て
パ
ン
の
無

料
配
布
を
奉
仕
し
、
午
後
六
時
か
ら
開
催

さ
れ
た
カ
ラ
オ
ケ
大
会
の
審
査
員
の
一
員

と
し
て
奉
仕
し
た
。
大
会
は
例
年
よ
り
出

場
者
は
少
な
め
で
あ
っ
た
が
、
老
若
男
女

の
元
気
な
歌
声
に
多
数
の
見
学
者
も
拍
手

喝
さ
い
し
た
。
こ
の
審
査
員
に
は
、
前
述

の
北
本
氏
と
神
戸
ウ
イ
ン
グ
ス
タ
ジ
ア
ム

森
社
長
の
三
人
で
奉
仕
し
て
い
る
が
、
宮

司
は
二
十
八
年
前
の
第
一
回
よ
り
連
続
で

奉
仕
し
て
い
る
。
ま
た
カ
ラ
オ
ケ
大
会
後

に
は
多
く
の
景
品
が
当
る
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム

大
会
も
行
わ
れ
た
。

会
場
と
な
っ
た
商
店
街
に
は
大
学
生
の

扮
す
る
チ
ン
ド
ン
屋
・
南
京
玉
す
だ
れ
演

技
披
露
も
行
わ
れ
、
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ア

夜
店
も
盛
会
で
、
訪
れ
た
地
元
民
は
残
暑

の
夏
ま
つ
り
を
満
喫
し
て
い
た
。

平
成
二
十
四
年
十
月

平
成
二
十
四
年
十
月

発
電
機
二
千
台
達
成
記
念
安
全
祈
願
祭

十
日
、
三
菱
電
機
㈱
電
力
シ
ス
テ
ム
製

作
所
の
五
一
四
棟
工
場
で
、
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
製
作
二
〇
〇
〇
台
達
成
記
念
修
祓
安

全
祈
願
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。

三
菱
電
機
は
前
身
の
三
菱
神
戸
造
船
所

内
に
て
明
治
四
十
一
年
よ
り
発
電
機
の
製

造
を
行
っ
て
き
た
が
、
大
正
十
二
年
に
現

在
の
会
社
に
分
か
れ
て
か
ら
も
発
電
機
製

作
を
続
け
、
国
内
ト
ッ
プ
メ
ー
カ
ー
と
し

て
海
外
へ
も
実
績
を
積
み
上
げ
、
此
度
は

ア
メ
リ
カ
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
カ
ウ
ン
テ
ィ
ー

社
よ
り
依
頼
さ
れ
た
火
力
発
電
所
の
タ
ー

ビ
ン
発
電
機
製
造
が
目
出
度
く
二
〇
〇
〇

台
目
の
区
切
り
の
製
造
と
な
っ
た
。
そ
こ

で
、
そ
の
竣
工
を
祝
す
と
共
に
出
荷
安
全

並
び
に
今
後
の
関
係
す
る
回
転
機
製
造
部

の
繁
栄
安
全
、
更
に
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
の

性
能
と
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
邁
進
し
、
世
界

的
事
業
展
開
を
祈
願
す
る
祭
典
と
な
っ
た
。

当
日
は
、
据
え
置
か
れ
た
二
〇
〇
〇
台

目
の
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
前
に
祭
壇
を
設

け
、
製
造
関
係
従
業
員
約
五
〇
〇
名
参
列

の
も
と
、
祭
主
の
シ
ス
テ
ム
製
作
所
山
脇

所
長
ま
た
来
賓
で
あ
る
発
電
機
納
品
先
の

ウ
ォ
ー
レ
ン
カ
ウ
ン
テ
ィ
ー
社
長
を
は
じ

め
代
表
者
が
玉
串
奉
奠
祈
願
し
た
後
、
発

電
機
前
で
納
品
会
社
へ
の
記
念
品
贈
呈
や

く
す
玉
を
割
っ
て
の
記
念
セ
レ
モ
ニ
ー
も

執
り
行
わ
れ
た
。

尚
、
会
場
に
は
多
数
の
報
道
関
係
者
も

7

保護司会の「社会を明るくする運動」
広報活動

発電機前での安全祈願祭

訪
れ
、
神
事
・
記
念
諸
行
事
を
取
材
し
、

各
社
新
聞
に
掲
載
報
道
さ
れ
た
。
又
、
神

事
を
含
め
た
祭
典
は
、動
画
サ
イ
ト「
ユ
ー

チ
ュ
ー
ブ
」
に
も
投
稿
掲
載
さ
れ
た
。
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社
殿
屋
根
葺
き
替
え
事
業
・
銅
板

御
寄
進
者
ご
芳
名

　（
含　

申
込
・
分
納
・
追
加
、

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
か
ら

平
成
二
十
四
年
十
月
末
日
ま
で
）

順
不
同
・
敬
称
略
　
　境内の奉賛芳名掲示板銅板寄進案内板

趣
意
と
お
願
い

　

現
社
殿
は
昭
和
三
十
八
年
に
竣
工

し
て
、
約
五
十
年
と
な
り
ま
す
。

　

銅
板
の
寿
命
は
約
五
十
年
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
将
来
銅
板
屋

根
の
葺
き
替
え
を
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
皆
々

様
に
銅
板
寄
進
（
一
枚
二
千
円
）
を

お
願
い
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

社
殿
銅
板
屋
根
に
あ
な
た
様
の
お

名
前
を
残
し
、
更
な
る
三
石
大
神
の

ご
加
護
に
よ
り
、
貴
社
・
貴
家
の
益
々

の
弥
栄
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
た
く
ご

案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

既
に
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た

方
々
に
は
重
ね
て
の
ご
案
内
と
な
り

ま
し
た
こ
と
を
ご
了
承
下
さ
い
。

新
　
生
　
児
　
命
　
名

　
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
か
ら

　
　
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
ま
で

日
比
野
白
圭
は
、
明
治
時
代
の
大
和
絵

の
第
一
人
者
で
土
佐
派
の
画
家
。
名
は
斎
、

通
称
は
金
吾
、
白
圭
は
号
で
、
別
号
に
竹

翁
・
風
声
居
が
あ
る
。

白
圭
は
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
に
尾

張
藩
士
間
瀬
伝
蔵
の
第
二
子
と
し
て
生
ま

れ
た
が
日
比
野
家
を
継
ぎ
、
九
歳
で
画
を

竹
田
景
甫
に
学
び
、
つ
い
で
鈴
村
景
山
の

門
に
入
り
さ
ら
に
森
高
雅
に
従
っ
て
土
佐

派
を
修
め
た
が
、
師
の
画
法
に
飽
き
足
ら

ず
諸
派
の
長
を
も
学
び
自
ら
一
会
派
を
興

し
た
。
人
物
画
を
得
意
と
し
、
明
治
十
五

年
の
「
絵
画
共
進
会
」
で
の
天
覧
の
際
、

「
元
禄
風
俗
の
図
」
を
嘉
し
さ
れ
献
上
し

褒
状
を
賜
う
。
常
に
吾
は
士
な
り
、
画
工

に
あ
ら
ず
と
愛
国
憂
世
の
志
を
持
ち
高

  

シ
リ
ー
ズ

社
務
所
・
境
内
紹
介
　

　「
神
功
皇
后
と
武
内
宿
禰
図
」

本
品
は
掛
軸
で
、
表
装
の
大
き
さ
は
縦

一
九
四
×
横
六
三
㎝
で
、
本
紙
は
絹
本
着

色
の
縦
一
一
〇
×
横
四
九
㎝
で
あ
る
。
内

容
は
、
神
功
皇
后
の
他
に
、
誉
田
別
皇
子

（
応
神
天
皇
）
を
抱
く
武
内
宿
禰
が
描
か

れ
て
い
る
。
描
法
は
穏
や
か
で
着
色
は
華

美
に
走
ら
ず
落
ち
着
い
た
趣
を
呈
し
て
お

り
、
作
者
の
日
比
野
白
圭
（
ひ
び
の
は
っ

け
い
）
の
大
和
絵
淡
彩
作
風
描
法
が
良
く

表
わ
れ
て
い
る
明
治
時
代
後
期
の
作
と
思

慮
さ
れ
る
。

多
く
の
「
神
功
皇
后
図
」
に
は
仲
哀
天

皇
に
代
わ
り
、
朝
鮮
に
出
兵
し
た
と
い
う

故
事
を
画
題
と
し
て
、
神
功
皇
后
が
鎧
を

付
け
た
武
者
男
装
姿
と
、
同
じ
く
鎧
を
付

け
た
武
内
宿
禰
が
応
神
天
皇
を
抱
い
て
い

る
構
図
で
あ
る
が
、
本
軸
は
弓
矢
を
背
に

衣
冠
束
帯
姿
の
武
内
宿
禰
が
応
神
天
皇
を

抱
き
、
そ
れ
を
忌
衣
を
着
た
神
功
皇
后
が

ほ
ほ
え
ま
し
く
見
つ
め
て
い
る
と
い
う
武

人
姿
で
な
い
構
図
で
あ
る
。
神
功
皇
后
が

「
神
の
子
を
産
む
賢
母
」
と
い
う
母
子
信

仰
と
深
く
結
び
付
い
て
い
る
一
面
が
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

神功皇后と武内宿禰図
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潔
な
性
格
で
あ
っ
た
と
い
う
。
大
正
三

（
一
九
一
四
）
年
九
十
歳
で
没
。
死
に
先

だ
ち
門
人
の
森
村
宜
稲
（
も
り
む
ら
ぎ
と

う
）
ら
に
よ
り
「
白
圭
日
比
野
先
生
之
碑
」

が
名
古
屋
市
八
事
山
に
建
立
さ
れ
た
。
愛

知
県
美
術
館
に
「
鶯
宿
梅
之
図
」（
明
治

四
十
二
年
作
）
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

  

シ
リ
ー
ズ

書
籍
に
見
る
三
石
さ
ん
　

　『
兵
庫
の
歴
史

　
　
　
―
古
代
か
ら
幕
末
ま
で
―
』

著
者
落
合
重
信
氏
に
よ
っ
て
、
兵
庫
区

役
所
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
よ
り
神
戸
市
広

報
印
刷
物
と
し
て
平
成
五
年
九
月
に
発
刊

さ
れ
た
『
兵
庫
の
歴
史
―
古
代
か
ら
幕
末

ま
で
―
』
は
、
区
長
が
「
ま
え
が
き
」
に
、

昭
和
八
年
に
湊
西
区
か
ら
兵
庫
区
に
区
名

改
称
さ
れ
、
区
と
し
て
の
歴
史
は
六
十
年

を
経
る
が
（
当
時
）、
こ
の
地
域
は
奈
良

時
代
の
昔
か
ら
歴
史
の
表
舞
台
に
登
場
し
、

ひ
い
て
は
神
戸
の
歴
史
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

神
戸
史
学
会
・
兵
庫
県
地
名
研
究
会
代

表
者
で
、
神
戸
市
の
郷
土
史
家
で
あ
る
落

合
氏
に
執
筆
依
頼
し
て
本
書
が
刊
行
さ
れ

た
。内

容
は
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う

に
、
旧
石
器
時
代
か
ら
明
治
六
年
ま
で
の

兵
庫
区
の
歴
史
を
、
紙
面
の
関
係
上
か
、

簡
略
に
わ
か
り
や
す
く
八
五
頁
に
纏
め
て

い
る
。

そ
の
第
五
章
、「
兵
庫
の
町
は
鎌
倉
時

代
か
ら
」の「
兵
庫
の
繁
栄
」の
条
に（
二
九

頁
）、「
平
清
盛
が
経
ヶ
島
を
築
造
し
、〔
中

略
〕
こ
の
経
ヶ
島
（
兵
庫
ノ
津
）
の
繁
栄

に
目
を
つ
け
た
も
の
に
、
西
宮
の
広
田
神

社
が
あ
る
。
広
田
神
社
は
広
く
そ
の
付
近

の
海
域
を
領
し
て
い
た
が
、
そ
の
勢
力
を

さ
ら
に
新
興
都
市
輪
田
ノ
泊
（
兵
庫
津
）

に
伸
張
し
よ
う
と
し
て
、
清
盛
在
住
時
代

か
ら
海
上
渡
御
を
企
て
和
田
岬
に
至
っ
て

い
る
。
広
田
・
南
宮
・
西
宮
三
社
の
神
輿

を
お
い
た
の
が
、
三
石
神
社
の
三
ッ
石
だ

と
い
わ
れ
、
毎
年
八
月
二
二
日
に
お
こ
な

わ
れ
た
が
、
帰
路
は
陸
上
を
と
っ
た
た
め

に
、
道
々
に
茶
屋
が
で
き
た
こ
と
が
か
か

れ
て
い
る
。」
と
記
さ
れ
、「
三
石
神
社
の

三
ッ
石
」
が
見
ら
れ
る
。

も
と
も
と
三
ッ
石
は
、
神
功
皇
后
が

三
ッ
石
を
置
い
て
神
占
い
を
し
た
こ
と
に

由
来
す
る
が
、『
日
本
書
紀
』
に
係
わ
る

伝
承
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
歴
史
文
献

（『
西
宮
大
神
本
紀
』
元
亀
二
（
一
五
七
一
）

年
成
）
に
記
載
確
証
あ
る
こ
と
の
み
を
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
尚
、
広
田
神
社
の
海

上
渡
御
の
こ
と
は
、
平
成
十
三
年
（
九
月

二
三
日
）
か
ら
復
活
し
斎
行
さ
れ
て
い
る

「
西
宮
神
社
海
上
渡
御
産
宮
（
三
石
神
社
）

参
り
」
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
落
合
重
信
氏
は
、
前
述
の
通
り

神
戸
の
郷
土
史
家
で
、神
戸
に
関
す
る『
神

戸
和
歌
史
』『
神
戸
史
話
』『
埋
も
れ
た
神

戸
の
歴
史
』『
ひ
ょ
う
ご
地
名
考
』
な
ど

を
は
じ
め
福
原
京
の
条
里
制
研
究
書
で
あ

る
『
条
里
制
』
も
上
梓
す
る
な
ど
多
く
の

著
書
が
あ
り
、
ま
た
部
落
史
の
研
究
者
で

も
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
の
神
社
神
事
・
行
事
予
定

一
月　

一　

日　

歳
旦
祭
（
初
詣
）

一
月　

三　

日　

氏
子
崇
敬
者
繁
栄
祈
願
祭

（
金
谷
・
辻　

先
生　

吟
詠
奉
納
）

四
月
二
十
一
日　

氏
子
会
総
会

四
月
二
十
八
日　

猿
田
彦
会
総
会

五
月　

十
七
日　

例
大
祭　
（
神
楽
奉
納
）

　
　

二
十
五
日　

地
区
子
供
み
こ
し
巡
幸

　
　

二
十
六
日　

神
幸
式
（
お
わ
た
り
）

六
月　

十
六
日　

氏
子
崇
敬
者
親
睦
旅
行

七
月　

十
七
日　

夏
越
祭

（
琉
球
舞
踊
奉
納
・
茅
の
輪
く
ぐ
り
）

　
　
　

十
八
日　
（
茅
の
輪
く
ぐ
り
）

九
月
二
十
三
日　

西
宮
神
社
産
宮
参
り

十
月　

二
十
日　

秋
祭
（
天
照
大
神
祭
）

十　

一　

月
中　

七
五
三
詣

各
月　
　

一
日　

月
次
祭

印　

刷　

所

（有）
前
川
企
画
印
刷

神
戸
市
兵
庫
区
永
沢
町
二
丁
目
三

−

十
一

TEL
（
〇
七
八
）
五
七
七

−

二
四
八
八

FAX
（
〇
七
八
）
五
七
七

−

七
二
二
〇

兵庫の歴史―古代から幕末まで―


